
【薬局の施設基準】       

・取り扱いのある医療保険公費負担医療   

・健康保険法に基づく保険薬局としての指定 

・生活保護法に基づく指定（医療・介護） 

・労働者災害補償保険法に基づく指定 

・児童福祉法に基づく指定 

・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定 

 

【服薬管理指導料】 

当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。患者様ごとに作成した薬剤服用歴な

どに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した

上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行って

おります。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況

等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っており

ます。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。 

 

 



【個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行】 

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、 

領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を 

無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも 

発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。 

 

【後発医薬品調剤体制加算】 

当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に 

応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付 1 回につき 

算定しております。 

先発医薬品を希望される患者様は、薬剤師へお申し出ください。 

※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可

が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんので予

めご了承ください。 

 

【調剤報酬点数表一覧】 

当薬局は、調剤報酬点数を算定しております。 

 



【夜間・休日加算、時間外加算（時間外・休日・深夜）】 

当薬局では、夜間時間・休日などで窓口において対応する場合、時間外等加算を 

算定いたします。 

また当薬局では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応

できる体制を整えております。緊急を要する場合は（052-981-0020）へお電話をお願い

します。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時

間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください 

・時間外加算：基礎額の 100％ 

・休日加算：基礎額の 140％ 

・深夜加算：基礎額の 200％ 

 

【在宅患者訪問薬剤管理料（医療保険の場合）】 

・居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費（介護保険の場合） 

薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し 

薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に 

算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、 

事前にご相談ください。 

 



【地域支援体制加算】 

当薬局では以下の基準を満たし、地域支援体制加算１または 2 を算定しております。 

・1200 品目以上の医薬品の備蓄 

・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通 

・医療材料・衛生材料の供給体制 

・麻薬小売業者の免許 

・集中率 85％の場合、後発医薬品の調剤割合が 50％以上 

・当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制 

・診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制 

・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制 

・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績（薬局あたり年 24 回以上） 

・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書様式の整備・掲示等 

・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集 

・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み 

・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備 

・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出 

・管理薬剤師の実務経験（薬局勤務経験 5 年以上、同一の保険薬局に週 32 時間以上勤

務かつ 1年以上在籍） 



・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備（研修計画・受講等） 

・患者様のプライバシーに配慮した服薬実施する体制 

・要指導医薬品・一般用医薬品（48 薬効群）・緊急避妊薬の備蓄 

・健康相談の取り組み 

 

【連携強化加算】 

当薬局では、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しており、 

第二種協定指定医療機関の指定を受けております。 

また、オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。 

要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット（対外診断用医薬品）を 

販売しております。 

 

【新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について】 

ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施（外部機関での

研修・訓練に参加する場合を含む） 

イ 個人防備具を備蓄 

ウ 要指導医薬品及び一般用医療品の提供、感染症にかかる対外診断用医薬品（検査キ

ット）の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型



インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備 

 

【災害の発生時における体制の整備について】 

ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施（外部機関での研

修・訓練に参加する場合を含む） 

イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医療品の供給または調剤所

の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制 

ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険

薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤

及び在宅業務に対応できる体制 

 

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】 

当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。 

・保険薬剤師の経験 3年以上 

・週 32時間以上の勤務 

・当薬局 1 年以上在籍 

・研修認定薬剤師の取得 

・医療に係る地域活動の取組への参画 



患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療

機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一

元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。 

 

【特定薬剤管理指導料加算】 

当薬局では、以下の基準に適合し、該当の治療を行う際に算定いたします。 

・保険薬剤師の経験 5年以上の薬剤師が勤務 

・患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制 

・麻薬小売業者免許の取得 

また、抗がん剤注射による治療を行う患者様に対して、治療内容を把握し処方医との連

携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。 

 

【医療情報取得加算】 

当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することに 

より、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定し 

ています。 

医療情報取得加算１（マイナンバーカード未利用）・・・6 ヶ月に 1 回 3点 

医療情報取得加算２（マイナンバーカード利用）・・・・6 ヶ月に 1 回 1 点 



マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提

供に努めています。 

正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願い

いたします。 


